入商発第３号
平成２３年４月１５日
委託事業主 各位
労働保険事務組合入善町商工会
                                                    会長扇原紀昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）
労働保険年度更新手続きについて
　拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素、本事務組合の運営に関し格別のご高配を賜り深謝申し上げます。
　労働保険の保険料は、毎年４月１日から翌年３月３１日まで（保険年度）の１年を単位として計算されることになっています。
　つきましては、ご多忙のこととは存じますが下記の書類を4月28日（金）までに、入善町商工会へご提出下さいますようお願い申し上げます。
記
１．労働保険料算定基礎賃金等の報告（一括有期事業総括表（建設業のみ））
①「記入のしかた」を参照し全部提出して下さい。
②認印を下段に押印して下さい。
③事業主控はありませんのでコピーにて保存下さい
２．個人別賃金報告（１枚提出）
　　　平成２２年４月～平成２３年３月までの賃金総額を記入し、名前の書いてない労働者がいた

場合、追加記入して下さい。
　　　なお、パート・アルバイト等は月別に合計額と人数を記入して下さい。
	
	 賃金総額
 　　基本賃金、諸手当、賞与（社会保険料、その他差し引く前の総支給額）
     当月にかかる賃金を記入して下さい。（社保とは違い支払月記入ではない。）
	


３．労災保険料について
　　全額事業主負担です。

４．雇用保険料について
　①平成２2年４月１日改正　今年度は変更ありません
	
	区　　分
	保険料率
	事 業 主
	被保険者


	
	イ、　一　　般　　事　　業
	15.5
1000
	9.5
1000
	6.0
1000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ロ、 農林水産及び清酒製造の事業
	17.5
1000
	10.5
1000
	7.0
1000

	
	ハ、 建　　設　　事　　業
	18.5
1000
	11.5
1000
	7.0
1000


　②高年齢労働者の保険料免除年齢
　　保険年度の初日（４月１日）現在満６４歳以上の労働者は、雇用保険料の納付が免除
されます。
　　ただし、短期雇用特例被保険者及び任意加入による高年齢継続被保険者は免除の対象に　なりません。
　　　☆確定保険料（平成２2年度分）－－昭和２1年４月１日以前に生まれた者
　　　☆概算保険料（平成２3年度分）－－昭和２2年４月１日以前に生まれた者
５．その他
　☆労働保険料の算定賃金には、通勤手当、家族手当、超過勤務手当、その他各種手当が　　　算入され総支給額を記入して下さい。
　☆社会保険料で従業員の負担分を事業主が負担する場合、賃金に算入される。
　☆退職金、実費弁償的な旅費、宿泊費は算入されない。
　☆同居の親族は原則として労災保険及び雇用保険の「労働者」に該当しません。
〔なお、提出の際には確認させていただく場合があります。賃金台帳をご持参下さい。〕
　☆労働保険料算定基礎賃金等の報告は入善町商工会のホームページからでも作成できます。　
※詳細は、入善町商工会（TEL72-0163）へご連絡下さい。






